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   目      次  
    
   規  則 

 ○富山県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則           １ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規     則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則を次のように定め、公 

布する。 

  平成29年８月21日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第37号 

   富山県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則 

 富山県中小企業高度化資金貸付規則（昭和42年富山県規則第55号）の一部を次の 

ように改正する。 

 別表第３の１の項から４の項までの規定中「0.50パーセント」を「0.45パーセン 

ト」に改め、同表の備考に次のように加える。 

  ⒂ 別表第１の２の項、４の項、６の項、８の項又は９の項に掲げる事業の 

   うち、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法 

   律（平成19年法律第39号。以下この号において「中小企業地域資源活用促 

   進法」という。）第７条第３項に規定する認定計画に基づき実施する事業 

   に係る資金の貸付けであつて、当該事業に参加する事業者が次のいずれか 

   に該当する場合における当該貸付け 

   ア 事業に参加する事業者の70パーセント以上が中小企業地域資源活用促 

    進法第６条第１項の認定を受けた中小企業者である場合 

   イ 事業に参加する事業者の70パーセント以上が中小企業地域資源活用促 
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    進法第７条第３項に規定する認定計画に記載された中小企業者である場 

    合 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の富山県中小企業高 

 度化資金貸付規則の規定により貸付けの決定をした貸付金に係る貸付利率につい 

 ては、なお従前の例による。 

                             （経営支援課）  
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